
　

賃
貸
需
要
を
占
う
人
の
動
き
で
す

が
、
昨
年
１
年
間
の
日
本
人
と
外
国

人
の
日
本
国
内
の
移
動
状
況
は
、
都

道
府
県
間
移
動
者
数
が
前
年
比
３
・

１
％
増
加
し
ま
し
た
。

  

リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
の
広
が
り
で
、

都
市
部
の
人
口
減
が
懸
念
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
３
大
都
市
圏
全
体
で
は

８
万
１
千
人
の
転
入
超
過
と
な
り
、

中
で
も
東
京
圏
の
転
入
超
過
数
が
目

を
引
き
、
前
年
に
比
べ
て
１
万
８
千

人
拡
大
し
て
、
現
在
も
東
京
圏
へ
の

転
入
超
過
数
は
緩
や
か
に
拡
大
傾
向

が
続
い
て
い
ま
す
。

　

賃
貸
住
宅
市
場
の
動
向
を
把
握
す

る
一
つ
の
指
標
に
、
賃
貸
住
宅
の
新

設
戸
数
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
最
新

の
デ
ー
タ
を
見
る
と
、
昨
年
12
月
は

22
ヵ
月
連
続
で
前
年
同
月
を
上
回
り
、

昨
年
１
〜
12
月
１
年
間
で
は
前
年
比

７
・
４
％
増
の
34
万
５
千
戸
が
新
設

着
工
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
２
年
連
続
の
前
年
比
増
で
、

過
去
４
年
で
一
番
多
い
戸
数
と
な
っ

て
い
ま
す
。
新
築
が
市
場
に
数
多
く

出
回
る
と
一
般
的
に
は
市
場
の
活
性

化
に
繋
が
る
の
で
す
が
、
当
然
、
新

築
は
既
存
の
物
件
と
競
合
す
る
こ
と

と
な
り
、
競
争
状
態
に
な
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
新
設
傾
向
に
つ
い
て
、

住
宅
生
産
関
連
団
体
、
一
般
社
団
法

人
住
宅
生
産
団
体
連
合
会
の
「
経
営

者
の
住
宅
景
況
感
調

査
」
の
低
層
賃
貸
住

宅
に
対
す
る
予
測
で

は
、
「
市
況
は
変
わ

ら
ず
１
〜
３
月
も
同

様
に
厳
し
く
な
る
」

と
慎
重
な
コ
メ
ン
ト

が
見
ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
市
場
は
新

築
増
に
対
し
て
、
世

帯
増
も
影
響
し
、
新

築
分
が
吸
収
さ
れ
て

築
古
物
件
と
の
差
別

化
で
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
お
り
、
需

要
全
体
の
家
賃
の
ラ
ン
ク
は
従
来
と

大
き
く
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の

せ
い
も
あ
っ
て
、
募
集
賃
料
は
比
較

的
堅
調
な
上
昇
傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

不
動
産
情
報
サ
ー
ビ

ス
の
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム(

株)

の
募
集
家
賃
動
向
（
２

０
２
２
年
12
月)

に
よ

れ
ば
、
「
マ
ン
シ
ョ
ン

の
平
均
募
集
家
賃
は
、

東
京
23
区
、
東
京
都
下
、

埼
玉
県
、
千
葉
県
、
札

幌
市
、
名
古
屋
市
、
大

阪
市
の
７
エ
リ
ア
が
全

面
積
帯
で
前
年
同
月
を

上
回
る
。
カ
ッ
プ
ル
向

き
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
全

10
エ
リ
ア
で
前
年
同
月

を
上
回
る
。
ア
パ
ー
ト

に
つ
い
て
も
カ
ッ
プ
ル

向
き
が
全
10
エ
リ
ア
で
、

フ
ァ
ミ
リ
ー
向
き
が
福

岡
市
を
除
く
９
エ
リ
ア
で
前
年
同
月

を
上
回
る
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
全
国
宅
地
建
物
取
引
業
協

会
連
合
会(

全
宅
連)

の
第
28
回
不
動

産
市
況
Ｄ
Ｉ
調
査
で
は
、
「
居
住
用

賃
貸
物
件
の
賃
料
の
動
向
」
と
し
て
、

１
月
１
日
現
在
に
対
し
て
３
ヵ
月
後

の
予
測
と
し
て
、
全
国
で
約
77
％
、

関
東
で
は
約
82
％
、
近
畿
で
は
約
78

％
が
横
ば
い
と
し
、
や
や
上
昇
に
つ

い
て
は
全
国
で
約
12
％
、
関
東
９
％
、

近
畿
11
％
と
、
９
割
が
横
ば
い
・
や

や
上
昇
と
見
て
い
ま
す
。

  

今
春
、
コ
ロ
ナ
禍
か
ら
や
や
解
放

さ
れ
る
中
、
人
の
往
来
が
増
え
、
合

わ
せ
て
市
場
は
賑
わ
い
を
見
せ
始
め

て
い
ま
す
。
こ
の
ま
ま
活
気
づ
い
て
、

上
昇
指
向
を
歩
ん
で
ほ
し
い
も
の
で

す
。

東
京
圏
の
転
入
超
過
が
目
立
ち

緩
や
か
に
拡
大
傾
向
が
続
く

持ち直しの動きが見られる景気のもと、賃貸住宅の新設増が前年比
で連続２年近くに及び、市場の競合は一段と厳しくなっています

　

弥
生
３
月
、
桜
の
開
花
が
待
ち
遠
し
い
季
節
を
迎
え
ま
し
た
。
新
年
度
の
新

し
い
生
活
の
準
備
の
た
め
、
人
の
往
来
が
増
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
賃
貸
住

宅
を
探
す
お
客
様
の
動
き
も
活
発
で
、
コ
ロ
ナ
禍
か
ら
幾
分
解
放
さ
れ
て
、
市

場
は
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
ま
す
。

賃
貸
需
要
の
ニ
ー
ズ
を
受
け
て
、大
き
く
変
わ
ら
な
い
家
賃
ラ
ン
ク

賃
料
動
向
は
横
ば
い
・
や
や
上
昇

が
ベ
ー
ス
で
穏
や
か
に
推
移

コ
ロ
ナ
禍
か
ら
や
や
解
放
さ
れ
、
賃
貸
市
場
は
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
ま
す



　賃貸借契約の「原状回復」に対す
る消費者の関心は高く、取り扱いを
巡って苦情が起きたりします。
　春のシーズン最中に、国民生活セ
ンターからこのほど、「原状回復」
に関するトラブルについて、消費者
向けに注意喚起が行われています。
同センターから公表された資料をも
とに、原状回復の注意喚起の問題点
をまとめてみました。
　それによると、賃貸住宅に関する
消費生活相談は毎年３万件以上寄せ
られていますが、そのうち、原状回
復に関する相談件数は１万３千〜４

千件ほどで、賃
貸住宅に関する
相談のうち約４
割を占めていま
す。 

　原状回復に関する消費生活相談を
月別に見ると、12月から１月頃は相
談が最も少なく、２月から４月にか
けて相談が増え、５月以降には減少
するという傾向が見られます。
　原状回復に関する相談について契
約 当 事 者 の 年 代 別 に 見 る と 、30歳
代 が 最 も 多 く 、20歳 代 か ら40歳 代
を合わせると全体の７割を超えてい
ます。 

　同センターが消費者へ注意喚起す
るポイントは、賃貸借契約における
「原状回復」とは何か、トラブルを
防ぐにはどうしたらよいかです。
　 原 状 回 復 に つ い て は、 借 主 の 故
意・過失によって賃貸住宅に生じた

キズや汚れ（損傷）等、また、借主が通
常の使用方法とはいえないような使
い方をしたことで生じた損傷等を元
に戻すこととし、原状回復と敷金と
の関係性についても説明しています。
　そして、消費者へのアドバイスと
して、契約する前に、契約内容の説
明をよく聞き、契約書類の記載内容
をよく確認して、入居する時には、
賃貸住宅の現在の状況をよく確認し
ておき、記録に残すことを提案。
　また、入居中にトラブルが起きた
ら、すぐに貸主側に相談し、退去時
には精算内容をよく確認して、納得
できない点は貸主側に説明を求めま
しょう、とアドバイスしています。

　

こ
れ
か
ら
年
度
末
。
卒
業
式
を

始
め
様
々
な
行
事
が
開
催
さ
れ
ま

す
が
、
マ
ス
ク
の
着
用
の
見
直
し

が
具
体
化
し
ま
し
た
。
国
か
ら
マ

ス
ク
着
用
は
個
人
の
判
断
に
委
ね

る
考
え
が
示
さ
れ
、
３
月
13
日
か

ら
適
用
さ
れ
て
、
い
よ
い
よ
「
脱

マ
ス
ク
」
が
進
み
そ
う
で
す
。

　

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
位
置
づ
け
が
、｢

２
類｣

か
ら
「
５
類
」
へ
と
変
更
さ
れ
、

コ
ロ
ナ
対
策
が
根
本
的
に
見
直
さ

れ
ま
す
。

　

と
い
っ
て
も
、
医
療
機
関
や
高

齢
者
関
連
の
施
設
で
は
、
ま
だ
ま

だ
マ
ス
ク
着
用
が
推
奨
さ
れ
ま
す

か
ら
、
マ
ス
ク
の
使
用
が
一
気
に

な
く
な
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

　

日
本
人
は
幼
少

の
頃
か
ら
学
校
で

給
食
当
番
が
使
用

す
る
よ
う
に
、
マ

ス
ク
に
な
じ
み
が
深
く
、
日
頃
か

ら
風
邪
の
予
防
や
花
粉
症
対
策
な

ど
生
活
の
ツ
ー
ル
と
し
て
定
着
し

て
い
ま
す
。
マ
ス
ク
愛
好
者
も
少

な
く
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
号
令

一
下
と
は
い
か
な
い
よ
う
で
す
。

し
ば
ら
く
は
様
子
を
見
な
が
ら
使

用
す
る
層
と
着
け
な
い
人
と
の
混

在
が
続
く
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。

　

お
客
様
を
お
迎
え
す
る
私
ど
も

と
し
ま
し
て
は
、
今
し
ば
ら
く
マ

ス
ク
、
消
毒
、
換
気
等
の
コ
ロ
ナ

対
策
に
手
を
緩
め
る
こ
と
な
く
対

応
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
家
賃
保
証
会
社
の
契
約
条

項
の
有
効
性
が
争
わ
れ
た
訴
訟
で
、

最
高
裁
が
消
費
者
契
約
法
に
基
づ
い

て
条
項
を
無
効
と
す
る
判
断
を
下
し
、

契
約
書
の
使
用
差
し
止
め
を
命
じ
た

も
の
で
す
。

　

保
証
会
社
が
入
居
の
際
に
、
賃
借

人
と
交
わ
し
た
契
約
内
容
に
基
づ
い

て
対
応
し
よ
う
と
し
た
行
為
自
体
が

無
効
と
さ
れ
た
も
の
で
、
家
賃
滞
納

の
対
策
の
難
し
さ
を
物
語
る
判
決
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

家
賃
滞
納
は
以
前
か
ら
一
定
数
が

見
ら
れ
ま
し
た
が
、
数
は
少
な
く
ご

く
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
今
で
も
決

し
て
特
段
に
多
い
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
の
で
す
が
、
こ
の
と
こ
ろ
コ
ロ

ナ
禍
の
影
響
や
長
引
く
景
気
の
低
迷

な
ど
が
滞
納
率
を
高
め
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
家
賃
滞
納
が
起
き
た
ら
ど

う
す
れ
ば
い
い
か
で
す
が
、
集
金
を

含
め
た
総
合
管
理
と
し
て
委
託
し
て

い
る
場
合
や
、
家
賃
保
証
会
社
を
利

用
し
て
い
る
ケ
ー
ス
で
は
、
オ
ー
ナ

ー
様
の
負
担
に
と
く
に
問
題
は
あ
り

ま
せ
ん
。
問
題
は
自
主
管
理
さ
れ
て

い
る
場
合
で
す
。
家
賃
滞
納
で
悪
化

す
る
の
は
、
直
接
入
居
者
と
や
り
と

り
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
大
半
で
す
。

　

そ
こ
で
、
直
接
入
居
者
か
ら
家
賃

の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
場
合
、
家

賃
滞
納
が
発
生
し
た
ら
、
入
金
が
滞

っ
た
時
点
で
直
ち
に
連
絡
を
入
れ
る

こ
と
で
す
。
こ
の
初
期
の
対
応
を
間

違
う
と
後
々
ま
で
解
決
を
遅
ら
せ
る

結
果
と
な
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
電
話
を
か
け
る
、
メ
ー
ル

を
入
れ
る
、
直
接
会
う
、
の
３
つ
の

方
法
が
あ
り
ま
す
が
、
一
番
い
い
の

は
入
居
者
当
人
と
直
接
話
す
こ
と
で

す
。
時
間
が
取
れ
ず
に
直
接
会
う
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
ら
、
や
は
り
電

話
で
す
。
自
宅
も
し
く
は
職
場
に
連

絡
し
ま
す
が
、
職
場
の
場
合
は
あ
か

ら
さ
ま
な
督
促
を
周
囲
に
気
取
ら
れ

な
い
よ
う
、
気
配
り
を
忘
れ
ず
に
。

　

借
主
当
人
と
の
話
し
合
い
で
ラ
チ

が
あ
か
な
い
と
、
次
は
連
帯
保
証
人

に
連
絡
し
ま
す
。
さ
ら
に
滞
納
が
長

期
化
し
た
り
、
借
主
が
行
方
不
明
と

な
っ
た
場
合
、
債
務
不
履
行
を
理
由

に
契
約
解
除
の
内
容
証
明
を
送
り
、

物
件
明
け
渡
し
と
同
時
に
滞
納
家
賃

支
払
い
請
求
の
訴
訟
を
起
こ
し
ま
す
。

な
お
、
借
主
が
行
方
不
明
で
あ
っ
て

も
家
財
道
具
等
を
勝
手
に
廃
棄
処
分

で
き
ま
せ
ん
。

　

こ
の
後
、
判
決
が
確
定
し
た
ら
、

強
制
執
行
と
な
り
、
家
財
等
が
あ
れ

ば
競
売
に
か
け
、
滞
納
分
に
充
当
し

ま
す
。
こ
こ
ま
で
こ
ぎ
着
け
る
の
に

数
ヵ
月
要
し
、
弁
護
士
費
用
も
か
か

っ
て
き
ま
す
。

　

た
い
そ
う
な
こ
と
に
な
ら
な
い
た

め
に
も
、
初
期
の
う
ち
に
適
切
な
手

を
打
つ
こ
と
が
い
か
に
重
要
で
あ
る

か
が
分
か
り
ま
す
。
管
理
の
充
実
と

と
も
に
、
家
賃
保
証
会
社
や
機
関
保

証
の
活
用
は
、
家
賃
滞
納
対
策
と
し

て
、
押
さ
え
て
お
き
た
い
ポ
イ
ン
ト

で
す
。

　

性
的
少
数
者
＝
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ

ィ
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
）

の
法
案
を
巡
っ
て
、
国
会
で
も
議
論

が
起
き
て
い
ま
す
。
賃
貸
住
宅
の
ユ

ー
ザ
ー
と
し
て
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
の

方
々
の
来
店
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

賃
貸
住
宅
と
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
と
の
向
き

合
い
方
に
つ
い
て
、
取
り
上
げ
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

少
し
古
い
デ
ー

タ
で
す
が
、
不
動

産
オ
ー
ナ
ー
の
意

識
が
汲
み
取
れ
る

(

株)

リ
ク
ル
ー
ト

住
ま
い
カ
ン
パ
ニ
ー
が
発
表
し
た
、

「
不
動
産
オ
ー
ナ
ー
の
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
に

対
す
る
意
識
調
査
２
０
１
８
」
か
ら

ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。

　

５
年
前
の
調
査
結
果
で
す
が
、
そ

れ
に
よ
る
と
、
不
動
産
オ
ー
ナ
ー
の

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
認
知
度
は
約
８
割
で
、

30
代
の
オ
ー
ナ
ー
が
約
９
割
と
最
も

高
く
、
年
代
が
上
が
る
に
つ
れ
て
認

知
が
低
く
な
る
傾
向
。

　

過
去
に
男
性
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
入

居
を
断
っ
た
経
験
が
あ
る
オ
ー
ナ
ー

は
８
・
３
％
で
、
女
性
同
性
カ
ッ
プ

ル
で
は
５
・
７
％
。

　

今
後
の
対
応
と
し
て
、
男
性
同
士

の
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
入
居
希
望
に
対

し
て
「
特
に
気
に
せ
ず
入
居
を
許
可

す
る
」
と
い
う
回
答
は
約
37
％
、
女

性
同
士
で
は
約
39
％
。

　

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
を
「
応
援
し
た
い
」
と

い
う
オ
ー
ナ
ー
は
37

％
で
、
若
い
年
代
ほ

ど
「
応
援
し
た
い
」

の
ス
コ
ア
が
高
い
傾

向
。
「
社
会
の
理
解

が
広
が
っ
て
い
る
と

思
う
」
は
約
51
％
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
日
、
賃
貸
市
場
で
は
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ

Ｑ
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
入
居
を
断

る
こ
と
は
な
く
、
逆
に
前
向
き
に
取

り
組
む
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
フ
レ
ン
ド
リ

ー
」
な
物
件
も
広
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

家
賃
債
務
保
証
で
も
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ

Ｑ
の
方
に
配
慮
し
た
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ

フ
レ
ン
ド
リ
ー
な
家
賃
保
証
サ
ー
ビ

ス
」
の
提
供
が
見

ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ

Ｔ
Ｑ
の
方
々
の
住

ま
い
探
し
を
サ
ポ

ー
ト
す
る
「
Ｌ
Ｇ

Ｂ
Ｔ
Ｑ
接
客
チ
ェ

ッ
ク
リ
ス
ト
」
を

制
作
し
て
活
用
す

る
ケ
ー
ス
や
、
住

ま
い
、
ラ
イ
フ
プ

ラ
ン
な
ど
に
特
化

し
た
情
報
を
発
信

す
る
ケ
ー
ス
な
ど
、
市
場
に
お
い
て
、

性
的
少
数
者
の
お
客
様
に
対
し
、
こ

だ
わ
り
の
な
い
多
様
な
動
き
が
増
え

て
い
ま
す
。

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
を
巡
る
賃
貸
市
場
環
境

｢

フ
レ
ン
ド
リ
ー｣

な
物
件
も
広
が
る

消費者向けに注意喚起が行われ
トラブル時には貸主側に相談を勧める

消費者には､契約内容の説明を聞き
書類をよく確認を､とアドバイス

３月13日から｢脱マスク｣に一歩踏み出す
コロナ対策に手を緩めることなく対応

賃貸借契約の｢原状回復｣に関するトラブルについて

( ※ ) 本紙に掲載しています写真はイメージです。記事と直接関係はありません。

性
的
少
数
者
の
お
客
様
に
対
す
る

多
様
な
動
き
が
見
ら
れ
ま
す

家
賃
滞
納
問
題
の
難
し
さ
を
物
語
る
最
高
裁
判
決

滞
納
初
期
の
う
ち
の
適
切
な
対
応
が
重
要

　

「
家
賃
滞
納
」
に
関
連
し
た
裁
判
で
、
最
高
裁
判
所
の
判
決
が
出
さ
れ
、
そ
の

判
決
が
多
く
の
耳
目
を
集
め
ま
し
た
。
家
賃
滞
納
問
題
の
難
し
さ
が
改
め
て
ク
ロ

ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
も
の
で
す
。

家
賃
の
滞
納
に
は
、
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
か
つ
適

切
な
対
応
が
求
め
ら
れ
ま
す

入
金
が
滞
っ
た
時
点
で
直
ち
に

連
絡
を
入
れ
る
こ
と


